
国立大学法人徳島大学（法人番号4480005002568）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　③ 役員報酬基準の内容及び令和２年度における改定内容

  ②  令和２年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国立大学法
人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公共団体が運営
する教育・研究機関のうち、常勤職員数（当該法人1,791人）や教育・研究事業で比較的同等と認められる、
近隣地域の以下の法人等を参考とした。
 (1) 国立大学法人島根大学･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施している（常勤
職員数1,588人）。公表資料によれば、令和元年度の長の年間報酬額は17,522千円であり、公表対象年度
の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、17,522千円と推定される。 同様の考え方により、理
事については13,848千円、監事については11,952千円と推定される。
(2) 事務次官年間報酬額･･･23,374千円

　期末特別手当において、当該役員の業務実績の評価により、その額の１００分の１０の範囲内で増額又は
減額することができる。

　役員報酬支給基準は、月額で構成されている。国立大学法人徳島大学役員給与規則
に則り、月額118,000円としている。

　役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額について
は、国立大学法人徳島大学役員給与規則に則り、本給、調整手当、広域異動手当、通
勤手当及び単身赴任手当としている。期末特別手当についても、国立大学法人徳島大
学役員給与規則に則り、本給月額、調整手当の月額、広域異動手当の月額及び本給
月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給月額、調整手当の月額及び広域異動手当
の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の170を乗じて得た額
に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た
額で、業務の実績等に応じ、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することが
できることとしている。

　役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額について
は、国立大学法人徳島大学役員給与規則に則り、本給、調整手当、広域異動手当、通
勤手当及び単身赴任手当としている。期末特別手当についても、国立大学法人徳島大
学役員給与規則に則り、本給月額、調整手当の月額、広域異動手当の月額及び本給
月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給月額、調整手当の月額及び広域異動手当
の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の170を乗じて得た額
に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た
額で、業務の実績等に応じ、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することが
できることとしている。

　役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額について
は、国立大学法人徳島大学役員給与規則に則り、本給、調整手当、広域異動手当、通
勤手当及び単身赴任手当としている。期末特別手当についても、国立大学法人徳島大
学役員給与規則に則り、本給月額、調整手当の月額、広域異動手当の月額及び本給
月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給月額、調整手当の月額及び広域異動手当
の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の170を乗じて得た額
に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た
額で、業務の実績等に応じ、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することが
できることとしている。

　役員報酬支給基準は、月額で構成されている。国立大学法人徳島大学役員給与規則
に則り、常勤役員の本給を基に、その者の占める職、経歴及び勤務形態を考慮して、学
長が個別に定めている。



２　役員の報酬等の支給状況

令和２年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,644 12,213 5,187 244 （調整手当）

千円 千円 千円 千円

196 （調整手当） 4月1日 ※

50 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

196 （調整手当）

24 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

182 （調整手当）

24 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

3,162 3,162
千円 千円 千円 千円

162 （調整手当）

24 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,416 1,416

※4月1日

 注： 総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

法人の長

A理事

B理事

A監事

その他（内容）

9,816

役名

C理事

前職
就任・退任の状況

4,099

D理事
（非常勤）

B監事
（非常勤）

 注： 「調整手当」とは、地域の民間賃金水準を報酬（給与）に反映するように、物価等を踏まえて支給している
　　　ものである。

14,162 9,816 4,099

14,135

13,152 9,132 3,813

3,3608,11711,663



３　役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】

　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

　徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術及
び文化を継承し、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献することとしている。
　監事（非常勤）の職務内容は、国立大学法人の業務を監査することとなっており、責任の度が高度である。
　監事の報酬月額は、他の同規模の国立大学の監事（非常勤）と同水準となっている。
　こうした職務内容の特性や他の同規模の国立大学との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えら
れる。

　職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間企業等との比較など
を考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

　徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術及
び文化を継承し、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献することとしている。
　法人の長の職務内容は、学長として校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに法人を代表し、その業
務を総理しており、責任の度が特に高度である。
　法人の長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬33,315千円と比較した場合、
それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,374千円と比べてもそれ以下となっている。
　法人の長の報酬月額は法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定している
が、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言える。
　こうした職務内容の特性や民間企業の役員等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術及
び文化を継承し、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献することとしている。
　理事の職務内容は、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を
代理し、学長が欠員のときはその職務を行うこととなっており、責任の度が高度である。
　理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員（取締役）報酬19,276千円と比較した場
合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,374千円と比べてもそれ以下となっている。
　理事の報酬月額は民間企業の役員報酬を参考としている国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえ
て決定しているが、理事の職務内容の特性は上記のとおりであり、民間企業の役員と同等以上であると言え
る。
　こうした職務内容の特性や民間企業の役員等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術及
び文化を継承し、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献することとしている。
　監事の職務内容は、国立大学法人の業務を監査することとなっており、責任の度が高度である。
　監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員（取締役）報酬19,276千円と比較した場
合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,374千円と比べてもそれ以下となっている。
　監事の報酬月額は民間企業の役員報酬を参考としている国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえ
て決定しており、他の同規模の国立大学の監事と同水準となっている。
　こうした職務内容の特性や民間企業の役員等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　徳島大学の理念・目標は、自主と自律の精神に基づき、真理の探究と知の創造に努め、卓越した学術及
び文化を継承し、世界に開かれた大学として、豊かで健全な未来社会の実現に貢献することとしている。
　理事（非常勤）の職務内容は、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはそ
の職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行うこととなっており、責任の度が高度である。
　理事（非常勤）の年間報酬額は、本学常勤役員の本給を基に、その者の占める職、経歴及び勤務形態を
考慮のうえ決定している。
　こうした職務内容の特性等を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。



４　役員の退職手当の支給状況（令和２年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

8,216
(39,026)

8
(46)

0
(3)

2.3.31 -

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５　退職手当の水準の妥当性について

【法人の判断理由等】
区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当であると考える。

　期末特別手当において、当該役員の業務実績の評価により、その額の１００分の１０の範囲内で増額又は
減額することができる。

　該当者なし

監事

監事
（非常勤）

法人の長

　該当者なし

 注： 理事については、役員在職期間を役員退職手当規則に適用させて算出した額を記載するとともに、括弧内に、

　当該理事は教育担当として、明日を目指す学生の多様な個性を尊重し、学生が志しをもって学び、感じ、
考え、生涯にわたって学び続ける知と実践にわたる体系的な教育を行い、優れた専門的能力と、自律して
未来社会の諸問題に立ち向かう、進取の気風を身につけた人材を育成するなど本学の運営及び教育に貢
献した。
　当該理事に対する退職手当の額は、国立大学法人徳島大学役員退職手当規則において、役員としての
在職期間におけるその者の業務の実績等に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額するこ
とができると規定しており、これらの業務に対する貢献度と国立大学法人評価委員会が行う業務実施評価の
結果を総合的に勘案した上で、増額又は減額を行わないこととした。

法人の長

理事

　　役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の括弧の期間）をもって当該役員の在職

理事
（非常勤）

　該当者なし

理事
（非常勤）

理事

監事
（非常勤）

法人での在職期間

監事

判断理由

　該当者なし

　　期間として算出した金額を記載した。



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和２年度における主な改定内容

　職員の勤務成績評価の結果を基礎資料とし、その成績等に応じて、現に受けている基本給の昇給・
昇格・降格及び賞与（6月期、12月期）における支給割合の増減を決定する。

　国立大学法人徳島大学職員給与規則に則り、基本給（基本給月額及び基本給の調整額）、賞与（期
末手当及び業績手当）及び諸手当（管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動
手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、特殊勤務
手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当）としている。
　期末手当については、期末手当基礎額（基本給＋扶養手当＋調整手当＋広域異動手当）に100分の
130を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。
　業績手当については、業績手当基礎額（基本給＋調整手当＋広域異動手当）に業績手当成績率決
定基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。
　なお、令和２年度では、特殊勤務手当に感染症患者対応手当を追加した。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、次に示すとおり、他の国立大学法人等、国家公務
員のほか、令和２年度職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別（当該法人1,791人）・
職種別平均支給額を参考にした。
(1) 国立大学法人島根大学･･･当該法人は、教育・研究事業において類似する近隣地域の国立大学法
人であり、法人規模についても同等（常勤職員数1,588人）となっている。
(2) 国家公務員･･･令和２年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は
408,868円となっており、全職員の平均給与月額は416,203円となっている。
(3) 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の４月の平均支給額
は209,240円となっている。
　また､中期計画における人件費見積りの範囲内で、人件費を病院部門と病院以外の部門で、それぞ
れ一元的に管理することとし、本法人の業務内容、業務量に応じた適正な人員配置を行うとともに、学
長裁量による人件費枠を確保し、機動的かつ重点的な人員配置を行うことによって、人的資源の効果
的運用と効率的配分を図り人件費の管理に努める。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,496 44.0 6,479 4,692 44 1,787
人 歳 千円 千円 千円 千円

334 43.2 5,519 4,030 51 1,489
人 歳 千円 千円 千円 千円

530 51.9 8,780 6,290 41 2,490
人 歳 千円 千円 千円 千円

478 37.6 5,013 3,669 46 1,344
人 歳 千円 千円 千円 千円

151 38.2 5,021 3,678 37 1,343
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 66.2 14,061 10,238 8 3,823

人 歳 千円 千円 千円 千円

152 40.8 6,575 6,575 38 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

152 40.8 6,575 6,575 38 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

90 48.7 3,829 2,865 53 964
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 51.1 3,185 2,434 64 751
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 46.0 5,214 3,813 40 1,401
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 55.2 4,302 3,227 50 1,075
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 34.4 3,831 2,902 16 929
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

16 51.0 3,714 2,701 71 1,013

人 歳 千円 千円 千円 千円

130 44.5 6,528 6,528 87 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 47.9 4,255 4,255 42 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

104 43.7 7,096 7,096 98 0

注：在外職員、任期付職員及び再任用職員については、該当者がいないため記載していない。

注：医療職種（病院医師）については、該当者がいないため記載していない。

注：その他医療職種とは、大学の学生や職員に対する保健管理に関する業務を行う職種を示す。

注：指定職種とは、特に指定された高度な業務を行う職種を示す。

注：技能・労務職種とは、自動車運転手、用務員等である。

注：該当者が2名以下である職種については、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　区分以外は記載せず、職員全体の数値からも除外している。

医療職種
（病院医療技術職員）

人員

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

その他医療職種
（看護師）

非常勤職員
（年俸制）

技能・労務職種

非常勤職員

うち賞与平均年齢区分
令和２年度の年間給与額（平均）

うち所定内

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

常勤職員
（年俸制）

指定職種

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

常勤職員

総額

その他医療職種
（医療技術職員）














